














ヒトの胎芽から新生児に至る過程は,個々の器官が整然と形成され一個の個体が完成する

非常に動的な期間であり,また生活する環境にも大きな変化が生じる期間でもある。した

がっていかなる発生段階においても,ほんの些細な異常が将来発達障害に結び付くような

重大な障害として影響を及ぼす可能性がある。産婦人科学的見地からみると,「発達障害

児の早期ケアシステム」の確立には,妊娠・分娩過程を通じて,胎児に生じた異常を早期に

しかも的確に発見し,症状の悪化を予防しつつ治療の可能性を追究する妊婦健診体制の確

立が重要な事項と考えられる。いわゆるハイリスク妊娠が胎児に与える影響を考えるとそ

の管理が重要なことは自明であるが,さらに胎児を母体の一部としてではなく一人の個体

として捉え,異常の有無にかかわらず出生前から厳重な管理の下に置くような周産期医療

が求められてきている。今回我々は,「心身障害の胎児期における診断」という観点から,

わが国における羊水穿刺・臍帯穿刺・絨毛採取などによる胎児出生前診断の現況を調査し

たので報告する。なお,画像診断による胎児出生前診断は,今回の調査の対象には含めなか

った。


